
ぴっぷにゆかりのあるみなさま ぴっぷにお住まいのみなさま 

ぴっぷ町の未来を応援ください 

１ ふるさと納税（寄附金）の制度について 

生まれ育ったふるさとに応援や貢献したい、という納税者の思いを実現するため、応援したい地方自治

体への寄附を通じて、その寄附額の一定限度額を居住地の個人住民税・所得税から控除できる制度です。 

（この制度は寄附金を強要するものではありません。） 

２ 寄附の使い道について 

次の５つの項目から、希望する事業をお選びいただけます。 

 

子どもたちは比布の宝です。未来を
担う子どもたちのために… 
  

ふるさとの礎を築いたお年寄りが安
心して暮らせるために… 
  

緑豊かな自然を守るために… 
  
  

 
活力あるまちづくりを進めるために 
  
  

 
豊 か で 暮 ら し や す い ふ る さ と の 
実現のために… 
  

みなさまからの寄附金は、「まちづく

り応援基金」に積み立てさせてい

ただいた後、お選びいただいた希

望事業にあわせて、翌年度以降の

事業に活用させていただきます。 

３ 寄附金のお申し込み方法について 

裏面の「寄附申込書」に必要事項をご記入のうえ、比布町役場総務企画課あてに郵送、ＦＡＸ、Ｅメー

ルなどの方法でお知らせください。役場に到着後、こちらからご連絡させていただきます。 

４ ふるさと納税（寄附金）と控除額について 

確定申告によって、以下の金額が所得（所得税）及び税額（個人住民税）から控除されます。 
 

■所得税 
 寄附金額又は所得の４０％ 

のいずれか低い額 
－２千円＝寄附金控除額 

特別控除額(※)＝(寄附金額－２千円)×(90％－
所得税の限界税率) 

注）所得税の限界税率とは、寄附をされた方に適
用される最も高い所得税率です。特別控除額
は、個人住民税所得割の１割を上限とします。

◇控除については、役場税務住民課税務係
(0166-85-4803)までお問い合わせください。

    

■個人住民税 
 寄附金額又は所得の３０％ 

のいずれか低い額 
－２千円×１０％＋特別控除額(※) 

 ＝寄附金税額控除額
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